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患者のための薬局ビジョン実現に
向けた日本薬剤師会の取組み

日本薬剤師会 副会長 田尻泰典
平成29年度

かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会
平成３０年２月５日（月）

中央合同庁舎5号館（厚生労働省）講堂
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平成27年10月23日「患者のための薬局ビジョン」
厚生労働省

薬局のあるべき姿
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医薬分業対策委員会
地域医療・保健委員会
一般用医薬品等委員会

ビジョン実現に向けた
日本薬剤師会の取組み

「かかりつけ薬剤師・薬局」の早期実現を図るべく、各委
員会が取り扱う課題や活動・考え方・方向性を共有し、都
道府県薬剤師会の垣根を越えた意見交換・情報共有の場を
提供することで、得た情報を持ち帰り、今後の地域での取
り組みや課題解決に活用されることを目的として開催

「患者のための薬局ビジョン」実現に向けた担当者合同会議
（三委員会合同全国会議）の開催 平成29年11月6日
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医薬分業対策委員会

• 院外処方箋の発行推進（受取率UP）
70％を超える受取率

 医薬分業の質の向上
個別最適化、地域包括ケアシステム

地域の医療資源、すべての医薬品・衛生材料の供給拠点

 服薬情報の一元的・継続的把握
 24時間対応・在宅対応
 医療機関等との連携
 薬学的管理・指導

患者のための薬局ビジョン実現のためのKPI
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 服薬情報の一元的・継続的把握
• 電子版お薬手帳
• 電子薬歴
• ICTを用いた地域医療連携

 薬剤師資格証 HPKI
 薬学的管理・指導

• プレアボイド、ヒヤリ・ハット事例収集
 疑義照会、処方提案

• 医師へ患者の服薬情報等の提供（文書提供）
• 来局者の受診勧奨（状態を示す文書提供）
• 検査値、疾病名等の患者情報（受取実績）

 24時間対応・在宅対応
• 地域包括システムへの参画

 医療機関等との連携
• 健康サポート薬局研修を修了

医薬分業対策委員会

重複投薬・残薬・ポリファーマシー・副作用の早期把握と防止

患
者
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来局者向け資材 （平成29年度 薬と健康の週間）
ポスター チラシ（表裏）

6
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http://www.nichiyaku.or.jp/kakaritsuke/
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http://nichiyaku.info/member/e_video/default.html
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○目的
「薬と健康の週間」全国統一事業を契機に、「かかりつけ薬剤
師・薬局」の一層の定着を図る一斉行動の一環として、ポス
ター・チラシの啓発資材に加え、来局者・患者への声かけをす
るきっかけとして活用されることを目的としている

○カードの仕様
名刺サイズの出力を推奨とする両面カラー
※片面印刷も可能

○提供方法
本会ホームページ（会員向けページ）を経由した電子媒体での
提供

困りごとカードを作成
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定型メッセージ（４パターン）
①「飲む薬が多くて困っていませんか？」まずは薬剤師に

ご相談ください。
②「どのクスリが良いのかな？」薬剤師にご相談ください。
③ 使い方など、不安な点やご質問はございませんか？
④「お子さんへの薬の飲ませ方、困っていませんか？」、

薬剤師にご相談ください。

そのほか、自由にメッセージを設定できるデザインも用意している。

困りごとカードのデザイン（イメージ）
表 裏
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地域医療・保健委員会

地域包括ケアシステムの実現へ向けて
2025年（平成37年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の
目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生
の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提
供体制（地域包括ケアシステム）の構築
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■常駐する薬剤師の資質（基準告示三関係）
① 要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助
言、健康の維持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機
関への紹介等に関する研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤
師（以下「研修修了薬剤師」）が常駐していること。

② 一定の実務経験については、過去に薬局の薬剤師としての経験が
５年以上あるものとすること。研修の提供者は、研修の修了証を発
行する際に確認するものとすること。

③ 研修修了薬剤師は、研修修了後も健康サポートに関する知識の習
得に努めること。

④ 研修修了薬剤師は、かかりつけ薬剤師としての役割が果たせるよ
う、当該薬局で業務を行っている薬剤師であること、また、認定や
研修を積極的に受けるなど自己研鑽に努めること。

（以下略）

健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質（施行通知より）

健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質

研修実施機関の一つとして、
日本薬剤師会・日本薬剤師研修センターが合同で研修を実施
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(1) 関係機関※とあらかじめ連携体制を構築
※ 医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施機関、

市町村保健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業の実
施者等

(2) 人員配置・運営
① 相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐
② 平日働く社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局
③ 地域住民の健康の維持・増進を具体的に支援※

※ 薬剤師のお薬相談会、健診の受診勧奨、認知症の早期発見、医師や保健師と連携した糖尿病予防
教室、管理栄養士と連携した栄養相談会など

(3) 医薬品等の取扱い・設備
① 要指導医薬品等、衛生材料等を適切に選択できるような供給機能や

助言の体制
② プライバシーに配慮した相談窓口を設置
③ 健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示

健康サポート薬局の基準（主なもの）健康サポート薬局の基準（主なもの）
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平成29年度 健康サポート薬局研修 開催予定一覧
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ロゴ （一例）

基本形

呼びかけ文セット
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一般用医薬品等委員会

三委員会合同全国会議における一般用医薬品等
関連の主な議題
１．職業倫理と法令順守
２.「医薬品販売制度実態把握調査」の示すもの
３．薬剤師法第１条の示すもの
４．すべての医薬品の供給拠点として
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医薬品販売制度実態把握調査結果概要（平成28年度）
１．名札等による専門家の区別 ２．要指導医薬品

（１）購入者が使用者本人であることの確認

（２）使用者の状況の確認

２．要指導医薬品
（３）文書による情報提供の有無
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３．第１類医薬品
（１）文書による情報提供の有無 （２）情報提供を行った者の資格

（３）相談＊に対し適切な回答はあったか （４）相談に対応した者の資格
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参考
要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認リスト
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一般用医薬品等委員会
薬剤師の臨床判断に基づく

要指導医薬品・一般用医薬品の適正な販売等に関する研修会

研修会の狙い
1.一般用医薬品等で対応可能と判断された来局者に対
して、適切な一般用医薬品等の選定を行うための能力
を養う（薬剤師の臨床判断をベースに）。
2.講義やSGD等をとおして、さまざまな観点から対応
（一般用医薬品や養生法等）ができることに理解を深
める。
3.症例検討などを踏まえて、薬局に備蓄すべき一般用
医薬品等について理解を深める。

開催予定：
平成30年2月25日（日）
12：00～16：30
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「三委員会合同全国会議」における
スモールグループディスカッションでの意見

○参加者によるグループディスカッションを実施（全１８グループ）

○テーマごとに実際の取組事例や今後の検討課題を情報交換

○テーマは３つ

①医薬品の供給拠点

②地域包括ケアシステムにおける薬局

③かかりつけ薬剤師・薬局の普及推進
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課題
・薬は薬剤師に相談し購入する、という意識を持ってもらうための啓蒙が重要
・政令指定都市ということで基準が厳しい
・収益確保のため、OTC 薬販売よりも処方箋調剤に重きをおく薬局が多い
・来局者とコミュニケーションできていない（トリアージ以前の問題）
・陳列スペースがないというのは言い訳
・OTC薬に関心がなく、研修会を開催しても参加者が少ない
・OTC薬期限切れの問題や返品がネックとなり取り扱いが進まない

取組
・製薬企業とタイアップして品目を絞ってセット販売を実施
・OTCの期限切れ対策として薬局間での備蓄の共有実施、ＩＣＴの活用
・薬局のモチベーションアップを図る取組の充実・強化
・健康サポート薬局以外で調剤とOTCを両立している薬局の先生に話してもらうこと
で情報共有を図ることを実施

・OTCメーカーに講習をしてもらい啓発に努めている
・ICT 活用して情報共有できる支部の人材育成を実施している

テーマ①医薬品の供給拠点
主な課題や取組事例（一例）
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課題
・健康サポート薬局に興味を示さない薬局が多い
・県内市町村の地域ケア会議に出席させており、薬剤師の参加は多職種から好評であ
る一方、午前中開催が多く参加しづらいほか、参加可能薬局が限られることも課題

・地域ケア会議派遣薬剤師を支部毎に担当者を決めているが、派遣薬剤師以外の関
心が低く、時間的にも出席が難しい

・地域全体で医療材料の供給拠点の役割を整備できたらよい
・地域包括ケアシステムを確立することで薬局が疲弊してくる

取組
・地域ケア会議に呼ばれたときに意見を言える薬剤師を育てるために模擬会議を開催
・健康サポート薬局の基本的理解を目的とした研修会の実施
・他職種の団体と業務協定を結ぶなど、事業展開の幅を広げる活動を行っている。
・骨折をテーマに医師会と連携して、薬局で受診勧奨を行った後のフィードバックを

行ってもらう取り組みを始めている
・地域医療連携情報ネットワークへの積極的に参加
・地域ケア会議へ薬剤師を派遣するシステム作り（薬剤師の売り込み）

テーマ②地域包括ケアシステムにおける薬局
主な課題や取組事例（一例）



©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved 27

課題
・地域で24時間対応できる輪番制を導入するも、なかなかうまくいかない
・「かかりつけ薬剤師指導料」といわゆるかかりつけ薬剤師の理念と乖離している
・患者/来局者における「かかりつけ薬剤師」の認知度が低く、定着してない
・かかりつけ薬剤師以外の薬剤師への業務のしわ寄せ
・普及啓発の事業（県主体等）は単年度事業が多いので、継続的な視点で取り組め

る事業メニューを考えることが大切
・地域のイベント、薬薬連携、その他事業を実施するにあたり人材の確保が課題。

取組
・退院時カンファレンスには参加できなくても、退院時に知らせてもらい、なるべ
く早い時期に訪問する仕組み作り（専用ダイヤル設置や事務職員対応）

・薬局間や医療機関も確認できる各薬局の在庫リストを作成（後発医薬品使用促進
の際の医師向けの説明に活用）

・医師/薬剤師を対象とした後発医薬品に関する研修
・健康サポート機能強化のための機器の貸し出し（リース、買い取り）
・企業に卒煙指導、地域で生活習慣対策

テーマ③かかりつけ薬剤師・薬局の普及推進
主な課題や取組事例（一例）
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終焉を迎えた？
調剤に特化した薬局のモデル

 「患者のための薬局ビジョン」
立地優先 機能優先

 「健康寿命延伸策」
薬局 健康問題のFirstAccessの場

 「地域包括ケアシステム」

薬局がいかに医療・介護への貢献を果たすか
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昭和43年8月26日 薬剤師倫理規定制定

平成9年10月24日 薬剤師倫理規定改定

平成30年１月17日 薬剤師行動規範制定

薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手として、人権の中で最も基本的な生命及び生存に関する権利を守る責務を担っている。この
責務の根底には生命への畏敬に基づく倫理が存在し、さらに、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまでの業務に関わる、確
固たる薬（やく）の倫理が求められる。

薬剤師が人々の信頼に応え、保健・医療の向上及び福祉の増進を通じて社会に対する責任を全うするために、薬剤師と国民、医療・介護関係者及び社会との関
係を明示し、ここに薬剤師行動規範を制定する。

１．任務
薬剤師は、個人の生命、厳及び権利を尊重し、医薬品の供給その他薬事衛生

業務を適切につかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もっ
て人々の健康な生活を確保するものとする。

２．最善努力義務
薬剤師は、常に自らを律し、良心と他者及び社会への愛情をもって保健・医療

の向上及び福祉の増進に努め、人々の利益のため職能の最善を尽くす。

３．法令等の遵守
薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを

遵守して職務を遂行する。

４．品位及び信用の維持と向上
薬剤師は、常に品位と信用を維持し、更に高めるように努め、その職務遂行

にあたって、これを損なう行為及び信義にもとる行為をしない。

５．守秘義務
薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由なく

漏洩し、又は利用してはならない。

６．患者の自己決定権の尊重
薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る権利

及び自己決定の権利を尊重して、これを支援する。

７．差別の排除
薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によって個人

を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づき公正に対応する。

８．生涯研鑽
薬剤師は、生涯にわたり知識と技能の水準を維持及び向上するよう研鑽する

とともに、先人の業績に敬意を払い、また後進の育成に努める。

９．学術発展への寄与
薬剤師は、研究や職能の実践を通じて、専門的知識、技術及び社会知の創生

と進歩に尽くし、薬学の発展に寄与する。

10．職能の基準の継続的な実践と向上
薬剤師は、薬剤師が果たすべき業務の職能基準を科学的原則や社会制度に

基づいて定め、実践、管理、教育及び研究等を通じてその向上を図る。

11．多職種間の連携と協働
薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に努めるとともに、

他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会に貢献する。

12．医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保
薬剤師は、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察

に至るまで常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努め、また医薬品が
適正に使用されるよう、患者等に正確かつ十分な情報提供及び指導を行う。

13．医療及び介護提供体制への貢献
薬剤師は、予防、医療及び介護の各局面において、薬剤師の職能を十分に発揮

し、地域や社会が求める医療及び介護提供体制の適正な推進に貢献する。

14．国民の主体的な健康管理への支援
薬剤師は、国民が自分自身の健康に責任を持ち、個人の意思又は判断のもとに

健康を維持、管理するセルフケアを積極的に支援する。

15．医療資源の公正な配分
薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を常に考慮し、

個人及び社会に最良の医療を提供する。

薬 剤 師 行 動 規 範
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薬剤師の仕事とは

薬剤師の任務

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生
をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄
与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
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ご清聴ありがとうございました


